
（18）

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
支
払
い
忘

れ
、
支
払
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る
口

座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

金
融
機
関
窓
口　

武
蔵
野
銀
行
、
埼
玉

　

り
そ
な
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
栃
木

　

銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
埼
玉
縣
信
用

　

金
庫
、
川
口
信
用
金
庫
、
埼
玉
み
ず

　

ほ
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

◎
納
入
通
知
書
／
裏
面
に
記
載
さ
れ
た

　

金
融
機
関
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

　

ス
ト
ア
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
水
道
管
理
課
か
ら
の
お
願
い

　

水
道
水
が
供
給
さ
れ
て
い
る
建
物
の

解
体
や
敷
地
の
整
地
の
際
、
水
道
メ
ー

タ
ー
が
支
障
と
な
る
場
合
に
は
、
事
前

に
水
道
管
理
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
設
置
さ
れ
た
水
道
メ
ー
タ
ー

を
破
損
・
紛
失
し
た
場
合
は
、
補
償
し
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５

　

０
・
（
48
）０
１
２
０

平
成
31　・

32　　

年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
受
付

　

幸
手
市（
水
道
事
業
を
含
む
）の
平
成

31
・
32
年
度
の
「
建
設
工
事
」、
「
設
計
・

調
査
・
測
量
」、
「
土
木
施
設
維
持
管
理
」

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
に
係
る
追

加
申
請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
受
付
は
県
と
埼
玉
県
電
子
入

札
共
同
シ
ス
テ
ム
参
加
自
治
体
と
の
共

同
窓
口
で
実
施
し
ま
す
。

▼
新
規
申
請　

休
日
・
夜
間
納
税
相
談

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

４
月
28
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

４
月
10
日（
水
）
午
後
５
時
15

　

分
～
９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

市

役

所

休

日

開

庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）、
市
役
所
の
一
部
を

開
庁
し
ま
す
。４
月
は
28
日（
日
）で
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

　

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
料
金
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

特

別

障

害

者

手

当
・

障

害

児

福

祉

手

当

　

重
度
の
障
が
い
を
有
し
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る

人
を
対
象
に
し
た
手
当
で
す
。
障
害
者

手
帳
の
所
持
で
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
所
得
や
医
師
の
診
断
書
に
基
づ

き
支
給
判
定
し
て
い
ま
す
。

　

手
当
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
４
月
か
ら
手
当
の
支
給
額
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
特
別
障
害
者
手
当（
月
額
）

　

改
定
前　
　
　
　

２
万
６
９
４
０
円

　

改
定
後　
　
　
　

２
万
７
２
０
０
円

○
障
害
児
福
祉
手
当（
月
額
）

　

改
定
前　
　
　
　

１
万
４
６
５
０
円

　

改
定
後　
　
　
　

１
万
４
７
９
０
円

○
経
過
的
福
祉
手
当（
月
額
）

　

改
定
前　
　
　
　

１
万
４
６
５
０
円

　

改
定
後　
　
　
　

１
万
４
７
９
０
円

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・
（
43
）５
６
０
０

就
学
援
助
の
申
請
受
付

　

小
・
中
学
生
が
い
る
家
庭
で
、
学
用
品

費
や
給
食
費
な
ど
の
支
払
い
が
困
難
な

家
庭
に
、
費
用
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象

・
世
帯
の
前
年
所
得
の
合
計
が
、
市
の

　

定
め
る
基
準
額
以
下
の
家
庭

・
生
活
保
護
が
停
止
・
廃
止
さ
れ
た
家
庭

※
政
治
的
活
動
、
宗
教
的
活
動
、
営
利

　

活
動
を
目
的
と
す
る
団
体
・
事
業
を

　

除
く
。

事
業
内
容　

子
育
て
家
庭（
妊
婦
な
ど

　

を
含
む
）を
応
援
す
る
事
業（
例
／
子

　

育
て
に
関
す
る
勉
強
会
の
開
催
、
交

　

流
事
業
な
ど
）

実
施
期
間　

交
付
決
定
の
日
～
翌
年
３

　

月
31
日（
火
）

補
助
額　

上
限
30
万
円
／
団
体

申
請
書
類　

こ
ど
も
支
援
課
、児
童
館
、

　

市
役
所
総
合
案
内
の
ほ
か
、
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
で
配
布

申
込
み　

４
月
１
日（
月
）
～
５
月
７

　

日（
火
）必
着

※
申
請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

　

こ
ど
も
支
援
課
に
持
参
ま
た
は
郵
送

　

（
〒
３
４
０
‐
０
１
５
２
幸
手
市
天

　

神
島
１
０
３
０
‐
１
）

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４

　

５
４ 

・

（
42
）２
１
３
０

ウ

ェ

ル

ス

幸

手

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
団
体
向
け
開
放

と
き　

月
曜
、
火
曜
、
木
曜
日
の
午
前

　

９
時
～
午
後
４
時
50
分

※
祝
日
、
市
の
事
業
で
使
用
す
る
日
を

　

除
く
。

対
象　

高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
の
た
め

　

に
定
期
的
に
活
動
し
て
い
る
団
体

　

（
要
事
前
登
録
）

※
対
象
と
な
る
団
体
、
ご
利
用
に
関
す

　

る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

・
市
民
税
が
非
課
税
・
減
免
さ
れ
た
家
庭

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

　

る
家
庭

申
請　

４
月
26
日（
金
）ま
で

※
期
限
後
の
申
請
の
場
合
、
申
請
月
の

　

翌
月
分
か
ら
の
支
給
に
な
り
、
一
部

　

援
助
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法　

申
請
書（
各
学
校
で
配
布
）

　

に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印（
ス
タ

　

ン
プ
式
不
可
）
の
上
、
総
務
課
ま
た

　

は
各
学
校
へ
提
出

添
付
書
類　

賃
貸
住
宅
在
住
の
場
合
、

　

契
約
書
や
家
賃
通
知
書
な
ど
の
写
し

※
毎
年
度
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
認
定
審
査
に
は
、
市
民
税
の
申
告
内

　

容
を
参
考
に
し
ま
す
の
で
、
必
ず
申

　

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
月
に
新
小
学
１
年
生
を
対
象
と
し
た

　

就
学
援
助
費
の
支
給
を
受
け
た
家
庭

　

も
、改
め
て
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
６
・


　

（
43
）３
１
８
８

子
育
て
応
援
サ
ー
ク
ル
等

活

動

助

成

事

業

　

子
育
て
家
庭
を
応
援
す
る
事
業
を
企

画
実
施
す
る
子
育
て
サ
ー
ク
ル
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
を
募
集
し
ま
す
。
審
査

を
経
て
補
助
金
を
交
付
す
る
団
体
を
決

定
し
ま
す
。

資
格　

①
市
内
に
活
動
拠
点
が
あ
る
こ

　

と　

②
構
成
員
５
人
以
上
が
市
内
在

　

住
で
あ
る
こ
と

水

道

管

理

課

か

ら

▼
上
下
水
道
料
金
が
納
付
で
き
る

取
扱
金
融
機
関
を
追
加

　

４
月
１
日
か
ら
幸
手
市
上
下
水
道
料

金
が
み
ず
ほ
銀
行
本
・
支
店
で
も
窓
口

納
付
、
口
座
振
替
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
口
座
振
替
の
お
手
続
き
は
、

銀
行
窓
口
に
銀
行
印
と
通
帳
持
参
の

上
、
お
願
い
し
ま
す
。

▼
上
下
水
道
料
金
の
徴
収
委
託

 

上
下
水
道
の
検
針
お
よ
び
料
金
の
徴

収
事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
32
年
３
月

31
日
ま
で
㈱
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー
テ
ッ
ク

ス
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

▼
上
下
水
道
料
金
の
支
払
方
法

◎
口
座
振
替
／
つ
ぎ
の
各
金
融
機
関
の

　

窓
口
に
銀
行
印
と
通
帳
持
参
の
上
、

受
付　

４
月
１
日（
月
）～
４
月
19
日（
金
）

▼
追
加
申
請　
　
　
　
　

受
付　

４
月
１
日（
月
）
～
４
月
26
日（
金
）

有
効
期
間　

７
月
１
日
～
２
０
２
１
年

　

３
月
31
日

※
申
請
書
類
お
よ
び
受
付
方
法
な
ど
に

　

つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
契

　

約
管
財
課
）
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ（
入
札
審
査
課
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課　

内
線
２
６
２

65　

歳

以

上

の

人

の

お

宅

を

訪

問

　

介
護
福
祉
課
職
員
や
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員
が
、
65
歳
以
上
の
独
居

や
高
齢
者
の
み
世
帯
等
を
訪
問
し
、
健

康
や
生
活
上
の
困
り
ご
と
は
な
い
か

伺
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
訪
問
の
際
は

身
分
証
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

８
・
（
43
）５
６
０
０

幸

手

市

教

育

大

綱

（

第

２

次

）
を

策

定

　

本
市
の
教
育
、
学
術
お
よ
び
文
化
の

更
な
る
振
興
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な

る
目
標
や
施
策
を
定
め
た
「
幸
手
市
教

育
大
綱（
第
２
次
）」を
策
定
し
ま
し
た
。

各
公
民
館
・
図
書
館
の
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
２
・


　（
43
）３
１
８
８

■
２
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
２
９
件（
交
通
事
故
19
件
、
急
病
１
４
９
件
、
そ
の
ほ
か
61
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
３
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

☎
（18）

No smoking

　

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

８
・
（
43
）５
６
０
０

介
護
認
定
調
査
員
の
募
集

資
格　

介
護
支
援
専
門
員
、
介
護
福
祉

　

士
、
看
護
師
、
保
健
師
い
ず
れ
か
の

　

資
格
お
よ
び
運
転
免
許
証
を
有
す
る
人

業
務　

要
介
護
認
定
申
請
者
宅
へ
の
訪

　

問
調
査

勤
務　

週
３
日
程
度

※
調
査
件
数
２
～
３
件
／
日

募
集
人
数　

１
名

申
込
み　

４
月
19
日（
金
）ま
で

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

８
・
（
43
）５
６
０
０

固
定
資
産
税
資
料
の

縦

覧

・

閲

覧

　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ

び
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）に
つ

い
て
、
つ
ぎ
の
期
間
、
無
料
で
縦
覧
・

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期
間　

４
月
１
日（
月
）
～
５
月
31
日

　

（
金
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。

※
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）
は
、

　

１
年
を
通
じ
て
閲
覧
で
き
ま
す
が
、

　

期
間
外
に
閲
覧
す
る
場
合
は
手
数
料

　

が
か
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ　

税
務
課　

対
象　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
の
縦
覧
／
固
定
資
産
税
の
納
税
者
と

　

そ
の
同
居
の
親
族
、
ま
た
は
納
税
管

　

理
人

　

固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）の
閲

　
覧
／
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
と

　

そ
の
同
居
の
親
族
、
ま
た
は
納
税
管

　

理
人
、
借
地
借
家
人

持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認

　

が
で
き
る
も
の
、
借
地
借
家
人
は
賃

　

貸
借
契
約
書
な
ど

※
対
象
者
以
外
の
人
は
、
委
任
状
が
必

　

要
で
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
７
・


　

（
43
）１
１
２
５

環
境
課
か
ら
お
知
ら
せ

▼
適
正
な
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を

◎
清
掃
・
保
守
点
検
・
法
定
検
査

　

管
理
を
怠
る
と
、
悪
臭
な
ど
に
よ
り

近
隣
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
浄
化
槽
が
そ
の
機
能
を
十

分
に
発
揮
す
る
た
め
に
、
適
正
な
維
持

管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
一
部
補
助

　

市
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用

水
域
の
水
質
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
、

単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り
便
槽
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換
す
る
場

合
、
設
置
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

条
件
に
よ
り
補
助
の
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
４
月
は

23
日（
火
）と
25
日（
木
）で
す
。
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

喫
煙
マ
ナ
ー
の
向
上
に
ご
協
力
を

○
歩
き
た
ば
こ
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

火
の
つ
い
た
た
ば
こ
は
約
７
０
０
度

に
な
り
ま
す
。
た
ば
こ
を
持
っ
た
手
を

下
げ
た
場
合
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
の
顔

の
高
さ
と
同
じ
位
に
な
り
と
て
も
危
険

で
す
。
た
ば
こ
の
火
は
、
す
れ
違
う
人

や
後
方
を
歩
い
て
い
る
人
な
ど
に
対
し

て
も
同
じ
く
危
険
で
す
。
ま
た
、
煙
や

灰
も
周
辺
の
人
に
大
変
不
快
な
思
い
を

さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

○
ポ
イ
捨
て
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

ポ
イ
捨
て
は
、
火
災
の
原
因
や
ま
ち

の
美
観
を
損
ね
ま
す
。
携
帯
灰
皿
を
持

ち
歩
く
よ
う
に
し
て
、
ポ
イ
捨
て
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

○
吸
わ
な
い
人
へ
の
配
慮
を

　

公
共
の
場
な
ど
、
不
特
定
多
数
の
人

が
い
る
場
所
で
は
、
極
力
喫
煙
を
控
え

ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
も
喫
煙
す
る
場

合
は
、
周
囲
の
人
に
煙
や
灰
が
か
か
ら

な
い
よ
う
に
気
配
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

・

（19）


